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プ
ー
チ
ン
・
ロ
シ
ア
大
統
領
就
任
後
の
北
方
領
土
交
渉
に
係
る
外
務
省
幹
部
の
発
言
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
六
月
十
七
日
付
朝
日
新
聞
四
面
に
、
「
北
方
領
土

ま
ず
『
始
め
』

十
八
日
、
首
相
・
プ
ー
チ
ン
大
統
領
初
顔
合
わ

せ

足
元
の
議
論

固
ま
ら
ぬ
日
本
」
と
の
見
出
し
の
記
事
（
以
下
、
「
朝
日
記
事
」
と
す
る
。
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
右

を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

政
府
、
外
務
省
は
「
朝
日
記
事
」
を
読
み
、
そ
の
内
容
を
把
握
し
て
い
る
か
。

二

「
朝
日
記
事
」
に
「
日
本
政
府
は
前
任
の
メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
氏
よ
り
も
プ
ー
チ
ン
氏
の
方
が
領
土
問
題
に
理
解
が
あ
る
と

見
る
が
、
『
始
め
』
に
対
応
す
る
妙
案
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
外
務
省
幹
部
は
『
今
回
は
「
始
め
」
の
号
令
を
か
け
る
だ

け
だ
』
と
語
る
。
」
と
の
記
述
が
あ
る
が
、
右
を
外
務
省
は
承
知
し
て
い
る
か
。

三

二
の
記
述
に
あ
る
外
務
省
幹
部
と
は
誰
か
。
そ
の
者
の
官
職
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

本
年
三
月
一
日
、
ロ
シ
ア
の
プ
ー
チ
ン
大
統
領
は
、
大
統
領
選
挙
に
当
選
す
る
前
、
外
国
報
道
関
係
者
と
の
懇
談
の
中

で
、
朝
日
新
聞
社
の
若
宮
主
筆
に
対
し
、
自
身
が
大
統
領
に
当
選
を
し
た
後
、
ロ
シ
ア
と
日
本
の
外
務
省
に
対
し
、
交
渉
を

始
め
る
よ
う
号
令
を
か
け
る
旨
、
「
始
め
」
と
い
う
日
本
語
を
用
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
右
の
プ
ー
チ
ン
大
統
領
の
発
言
に

対
す
る
外
務
省
の
評
価
如
何
。

一



五

四
の
プ
ー
チ
ン
大
統
領
の
発
言
を
受
け
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
政
府
と
ロ
シ
ア
側
と
の
北
方
領
土
交
渉
は
ど
の
よ
う
な
状

況
に
あ
る
か
。
プ
ー
チ
ン
大
統
領
が
、
「
始
め
」
の
号
令
を
か
け
る
と
す
る
発
言
を
し
た
通
り
、
政
府
、
外
務
省
と
し
て
も

交
渉
進
捗
に
全
力
を
尽
く
し
て
い
る
か
。

六

三
の
者
が
二
の
記
述
に
あ
る
話
を
し
た
こ
と
は
適
切
で
あ
っ
た
か
。
外
務
省
の
見
解
如
何
。

七

「
朝
日
記
事
」
に
「
外
務
省
幹
部
は
『
「
二
か
四
か
」
と
い
う
亡
霊
が
歩
い
て
い
る
う
ち
は
答
え
を
出
せ
な
い
。
プ
ー
チ

ン
氏
の
言
う
「
引
き
分
け
」
の
中
身
ま
で
、
と
て
も
議
論
で
き
る
状
況
で
は
な
い
』
と
話
す
。
」
と
の
記
述
が
あ
る
が
、
右

を
外
務
省
は
承
知
し
て
い
る
か
。

八

七
の
記
述
に
あ
る
外
務
省
幹
部
と
は
誰
か
。
そ
の
者
の
官
職
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

九

我
が
国
と
し
て
、
歯
舞
、
色
丹
、
国
後
、
択
捉
の
四
島
の
返
還
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
少
な
い
、
例
え
ば
二
島
だ
け
の

我
が
国
へ
の
返
還
ま
た
は
帰
属
確
認
を
も
っ
て
、
ロ
シ
ア
と
の
間
に
存
在
し
て
い
る
北
方
領
土
問
題
の
最
終
的
解
決
並
び
に

日
ロ
の
平
和
条
約
締
結
を
目
指
す
と
い
う
方
針
を
過
去
に
有
し
た
こ
と
は
あ
る
か
。
確
認
を
求
め
る
。

十

現
在
政
府
、
特
に
外
務
省
内
に
お
い
て
、
北
方
領
土
問
題
に
関
し
あ
く
ま
で
四
島
の
返
還
を
求
め
る
、
ま
た
は
二
島
だ
け

の
返
還
を
目
指
す
と
い
っ
た
意
見
の
対
立
は
存
在
し
て
い
る
か
。

二



十
一

八
の
者
が
七
の
記
述
に
あ
る
話
を
し
た
こ
と
は
適
切
で
あ
っ
た
か
。
外
務
省
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


